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議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
 
１ 条例の基本事項 

条例の名称 茨城県がん検診を推進し，がんと向き合うための県民参療条例 

担当課（室） 
疾病対策課（がん・循環器

病対策推進室） 
公 布 日 平成 27 年 12 月 18 日 

報告の根拠 

(年次報告) 

第 26 条 知事は，毎年度，がん対策に関して講じた施策の実施状況

及び成果を取りまとめ，議会に対し報告するとともに，これを公表す

るものとする。 
 

２ 条例の概要・施策体系図・推進体制等 

（１）条例の概要・施策体系図 
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（２）推進体制 

・第２条～第９条にて、県・市町村・県民・保健福祉医療関係者等のそれぞれの 

役割や関係を規定 

 

 

 

※がんに関する正しい知識を習得し、

自身に提供されるがん医療を決定

できることについて自覚を持って、

がん医療に参画すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 16 条の規定により、茨城県がん検診住民検診推進協議会を設置 

(がん検診の推進のための協議) 

第 16 条 

県は，がん検診の受診率の向上その他がん検診の推進に関し必要な施策につい

て協議するため，県，市町村その他がん検診に関係する者で構成する協議の場を

設けるものとする。 
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（３）条例制定後の主な取組 

 

（第 10 条関係）がん予防推進員の養成 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 累計（H2～） 

養成者数（人） - 149 127 127 137 105 9,141 

 ※R2 は新型コロナウイルス感染症の影響により講習会の開催中止 

 

 

（第 13 条関係）がん検診推進サポーターの養成 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 累計（H23～） 

養成者数（人） - 203 212 135 66 222 8,162 

 ※R2 は新型コロナウイルス感染症の影響により研修会の開催中止 

 

 

（第 14 条関係）がん検診の受診率 

調査年度 胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮頸がん 

R4  46.8％ 50.3％ 45.1％ 46.6％  42.4％ 

R1 47.9％ 52.0％ 44.1％ 46.2％ 41.7％ 

H28 42.4％ 51.0％ 42.2％ 46.2％ 42.5％ 

H25 39.5％ 44.2％ 36.8％ 44.8％ 41.7％ 

※目標 50％（R6 から 60％に上昇） 

  出典：「国民生活基礎調査」（厚生労働省） 

 

（第 18 条関係）茨城県におけるがん罹患件数（上皮内がん・大腸粘膜がんを除く） 

年次 

がん種      
H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 

全部位 21,753 22,019 22,276 21,186 22,255 22,490 22,623 

 胃 2,963 2,905 2,907 2,472 2,553 2,546 2,455 

大腸 3,541 3,487 3,521 3,488 3,714 3,652 3,664 

肺 2,707 2,717 2,791 2,635 2,761 2,811 2,759 

乳 2,040 2,050 2,156 2,068 2,164 2,258 2,352 

子宮頸部 268 253 227 219 241 217 262 

 出典：「全国がん登録 罹患数・率報告」（厚生労働省） 

※がん登録等の推進に関する法律に基づき、医療機関から届出されたがん情報を

もとに本県におけるがん罹患状況等をまとめ、報告書を作成している。 
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（第 23 条関係） 

・がん相談室への相談件数 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

相談件数(件) 1,085 1,035 1,364 1,243 1,306 1,276 

 

・企画提案型がん対策推進事業 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

交付団体数 ７ ７ ７ ８ ７ ７ 

※民間団体等が実施するがん患者や家族の支援につながる取組を公募し、審査委員会の審査

を経て選定された事業に対し補助を実施 

 

 

（第 28 条関係）がん対策基金の設置 

設置当初（H27 年 3 月） 20 億円 → R8 年 3 月時点 30 億円 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

（１）いばらきがん患者トータルサポート事業（第 17 条、第 20 条、第 23 条、第 24 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

いばらきがん

患者トータル

サポート事業 

県 ①いばらきみんなのがん相談室の運営 

（実績） 

・相談事業  相談件数 1,276 件 

・補助事業 

ア 社会参加サポート事業 

ウィッグ：772 件、乳房補整具：176 件 

イ 若年患者療養生活サポート事業 

   福祉用具：3件 

ウ 妊孕性温存療法助成事業 

   精子凍結：15 件、胚凍結：6件、 

卵子凍結：9件、卵巣組織凍結：6件 

エ 温存後生殖補助医療助成事業 

凍結した胚（受精卵）を用いた生殖補助医

療：2件 

凍結した精子を用いた生殖補助医療：2件 

 

（成果） 

がん患者及びその家族の抱える不安に対す

る相談支援体制の強化が図られたほか、がん

患者向け助成事業により、社会参加支援、療養

生活支援、生殖補助医療等の経済的負担の軽

減が図られた。 

 

②ピアサポート事業 

（実績） 

相談支援体制の充実を図るため、フォローア

ップ研修会を開催した。 

受講人数 14 名 

 

（成果） 

相談支援体制の充実により、がん患者の療養

生活の質の向上が図られた。 

 

(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

54,506 
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【今後の取組】 

いばらきがん

患者トータル

サポート事業 

県 ①いばらきみんなのがん相談室の運営 

県民が抱える様々な不安や悩みに幅広く対応

していくため、がん診療連携拠点病院等の相談支

援センターに加え、病院以外の場所に、相談室を

引き続き設置する。 

また、がん患者の就労を含めた社会参加を推進

するため、抗がん剤治療等による脱毛に対処する

ためのウィッグ等への購入・レンタル費用への補

助を行うとともに、小児・AYA 世代の患者に対し

て、がん治療の副作用により妊孕性が喪失、低下

する場合の精子や卵子の凍結保存等の妊孕性温

存療法や温存後生殖補助医療への助成を行う。 

 

②若年患者療養生活サポート事業（拡充） 

 若年のがん患者の在宅における生活を支援し、

療養生活の質の向上を図るため、福祉用具の購

入・レンタル費用の補助に加え、特定の状態にあ

る患者の居宅介護サービス費用に対する補助を

行う。 

 

③ピアサポート事業 

がん体験者（ピアサポーター）が、がん患者及

びその家族の精神的な不安・苦痛等の相談に応じ

ることにより、がん患者の療養生活の質の向上を

図る。 

 

(健康推進課 がん・循環器病対策推進室) 

58,895  

 

（２）がん予防・検診推進対策事業（第 10 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第

16 条、第 19 条、第 20 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん予防・検

診推進対策事

業 

県 ①がん予防推進員の養成 

（実績） 

がん予防推進員を養成するため、「本県のが

ん対策」、「生活習慣とがん予防」等、がん予防

普及啓発の知識を教示する講習会を２回開催

した。 

4,007 
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新規養成者数：105 名 

 

（成果） 

県民のがんの早期発見・早期治療につなげ

るために、がん予防推進員を養成し、がん検診

の普及啓発や受診勧奨を図ることができた。 

 

②がん予防・検診講習会 

（実績）  

  がん検診普及啓発講習会の開催 

  （対面開催）９保健所 

  ・実施回数  23 回 

  ・参加者数  635 名 

 

（成果） 

各保健所単位で講習会を開催することによ

り、県民にがん予防の知識や検診の重要性に

ついて普及啓発を行うことができた。 

 

③がん検診推進サポーターの養成 

（実績） 

協定を締結している企業の社員を対象とし

て、がん検診推進サポーターを養成するため、

がんの検診の基礎知識と検診の重要性を学ぶ

研修会を１回開催した。 

養成者数：222 名 

 

（成果） 

県民のがんの早期発見・早期治療につなげ

るために、がん検診推進サポーターを養成し、

がん検診の普及啓発や受診勧奨を図ることが

できた。 

 

④がんから命を守る普及啓発 

ア 子を通した保護者等への受診勧奨 

（実績） 

県内の小学校 6年生約 23,100 名に対して、

R7.10 月～R8.3 月に実施した。 

 

（成果） 

子どもを通して保護者等へ、メッセージカ
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ードやがん検診受診勧奨リーフレットを配

布し、５大がんの検診の受診勧奨の促進が図

られた。 

 

イ 大学等での子宮頸がん検診普及啓発 

（実績） 

「茨城県子宮頸がんセミナー～ハタチからの

子宮頸がん検診」を県内３つの大学において

それぞれ 1回ずつ開催した。 

参加者数：計 165 名 

また、ポスター300 部、チラシ 33,600 部を作

成し、大学、看護学校、市町村、保健所に配布

した。 

 

（成果） 

子宮頸がんの罹患が若年化していることか

ら、セミナーの開催や啓発資材の配布によ

り、若い世代に対する子宮頸がんの正しい知

識の普及や検診の受診勧奨の促進が図れた。 

 

⑤がん検診推進強化月間 

（実績） 

10 月を強化月間として設定し、がん医療の

普及啓発のために県庁２階県政広報コーナ

ーでパネル展を開催、並びに県内イベントブ

ースへ出展（２回）したほか、広報活動を実

施した。 

来場者数：パネル展 280 名、イベントブー

ス 533 名（２回の合計） 

（成果） 

広く県民に対し、がん検診の普及啓発を図

ることができた。 

 

⑥茨城県がん検診住民検診推進協議会の設置運営 

（実績） 

44 市町村、関係機関等による協議会を開催

し、がん検診推進の取組について情報共有お

よび意見交換を行った。 

 

（成果） 

市町村および集団検診機関において、がん
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検診受診率向上に係る取組の基礎資料とな

った。 

 

⑦がん検診推進優良企業・団体表彰 

（実績） 

「茨城県がん検診推進優良企業」として、が

ん検診の推進に功績のあった企業を表彰し

た。 

表彰企業：アクサ生命保険株式会社 水戸支社 

 

（成果） 

  がん検診を推進している表彰企業を広報す

ることで、職域でのがん検診推進の啓発が図

られた。 

 

⑧広報リーフレットの配布 

（実績） 

令和６年度がん検診の認知度向上のための

広報事業で作成した「乳がん検診広報リーフ

レット」及び「子宮頸がん検診広報リーフレッ

ト」を印刷し、44 市町村へ 6万枚を配布した。 

 

（成果） 

当該リーフレットを各市町村の住民に配布

することにより、がん検診の認知度向上に貢

献できた。 

 

⑨市町村職員向けの研修会 

（実績） 

市町村職員を対象に、外部講師によるナッ

ジ理論の活用に係る講義をはじめ、県内市町

村における行政施策へのナッジ理論の活用

の紹介等を行う研修会を開催した。 

参加者数：90名 

 

（成果） 

市町村におけるがん検診受診率向上に係る

施策へのナッジ理論の活用を推進した。 

 

（疾病対策課 がん・循環器病対策推進室） 
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【今後の取組】 

がん予防・検

診推進対策事

業 

県 ①がん予防推進員の養成 

効果的ながん予防知識等の普及啓発活動を展

開するため、市町村と連携しがん予防推進員を

養成する。 

 

②がん予防・検診講習会 

県内９保健所において、県民を対象にがん予

防の知識やがん検診の重要性について普及啓発

を行い、受診率の向上を図る。 

 

③がん検診推進サポーター 

協定を締結している企業の社員等をがん検診

推進サポーターとして養成することにより、が

ん検診受診率の向上を図る。 

 

④がんから命を守る普及啓発 

ア 子を通した保護者等への受診勧奨 

小学校６年生の子どもを通して保護者等

へ、メッセージカードやがん検診受診勧奨

リーフレットを配布し、検診の受診勧奨を

行う。 

イ 大学等での子宮頸がん検診普及啓発 

学生を対象にしたセミナーの開催や、若い

世代に対する啓発資材の作成・配布により、

子宮頸がん知識の普及や検診の受診勧奨を

推進する。 

 

⑤がん検診推進強化月間 

がん検診推進強化月間（１０月）に、県庁２階

県政広報コーナーでパネル展を開催、並びに

県内イベントブースへの出展を行う。 

 

⑥茨城県がん検診住民検診推進協議会の設置運営 

県、市町村、関係機関等による協議会を開催

し、がん検診受診率の向上等、がん検診推進の

取組について検討を行い、効果的な施策を立

案し、取り組んでいく。 

 

⑦がん検診推進優良企業・団体表彰 

がん検診の推進に功績のあった企業等を表彰

し、その取組を周知していく。 

6,348 
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⑧広報リーフレットの配布（継続・新規） 

令和６年度がん検診の認知度向上のための広

報事業で作成した「乳がん検診広報リーフレ

ット」及び「子宮頸がん検診広報リーフレッ

ト」を増刷し、市町村へ配布する。（継続） 

 

精密検査の受診勧奨リーフレットを印刷し、

市町村へ配布する。（新規） 

 

⑨市町村職員向けの研修会 

令和７年度に開催し、好評価を得た市町村職

員を対象に、外部講師によるナッジ理論の活

用をはじめ、がん検診受診率向上に向けた県

外市町村の取組の紹介等を行う研修会を開催

し、全市町村での取組を推進する。 

 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

 

（３）がん先進医療費利子補給金助成事業（第 23 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん先進医療

費利子補給金

助成事業 

県 （実績） 

助成数：６名 

周  知： 県公式 X又は保健医療部 Xでの発信。 

      

（成果） 

がん患者に対する経済的支援の実施によ

り、がん患者の支援体制の強化を推進するこ

とができた。 

 

（疾病対策課 がん・循環器病対策推進室） 

531 

【今後の取組】 

がん先進医療

費利子補給金

助成事業 

 

県 がん先進医療を受ける患者とその家族の経済

的な負担を軽減するため、先進医療の治療費の

融資済の利子分を補助する。 

 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

609 
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（４）企画提案型がん対策推進事業（第 23 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

企画提案型が

ん対策推進事

業 

県 （実績） 

公募の結果、７団体（交付決定額： 

1,879,780 円）の事業に補助をした。 

 

（成果） 

事業形態を、民間団体の企画提案型にする

ことにより、がん患者や家族への多様な支援

活動に対し助成することができた。 

 

（実施事業） 

・小児・AYA のがん患者家族の交流会の開催。 

・落語によるがん体験談の披露 

・大腸がん・乳がん検診啓発のウォーキング 

イベントの実施 など 

 

（疾病対策課 がん・循環器病対策推進室） 

1,930 

 

【今後の取組】 

がん患者団体

等自主活動支

援事業 

県 民間団体が実施する、がん患者や家族の支援

につながる取組を公募し、審査委員会の審査を

経て選定された事業に対し補助する。 

 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

1,982 

 

（５）がん検診受診率向上対策事業（第 14 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん検診受診

率向上対策事

業 

県 （実績） 

市町村が実施するがん検診受診率向上に効

果的な取組に対し補助を実施した。 

 

交付決定 29 市町村 

交付決定額  13,985,000 円 

 

 

17,459 
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区分 実施市町村数 

女性のためのがん対

策推進事業 
27 

胃内視鏡検査普及整

備事業 
8 

茨城県がん検診住民

検診協議会研究会提

案事業 

13 

（成果） 

個別受診勧奨や WEB 予約システム導入等に

より、県民の検診受診の動機に結び付けると

ともに、受診の利便性向上等を図ることがで

きた。 

 

(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

【今後の取組】 

がん検診受診

率向上対策事

業 

県 市町村が実施するがん検診受診率向上に効果

的な取組に対し補助する。 

 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

17,663 

 

（６）がん診療機器整備促進事業（第 17 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん診療機器

整備促進事業 

県 （実績） 

４病院における医療機器の整備に対し助成し

た。 

交付決定額  35,181,000 円 

 

（成果） 

医療機器の整備により、地域のがん医療の

均てん化や専門的ながん治療を受けられる体

制の強化が図られた。 

 

補助先 整備機器 
総合病院 土浦協同
病院 

X 線テレビシステム 

水戸済生会総合病院 内視鏡システム一式 

総合病院 水戸協同
病院 

乳房撮影装置（マン
モグラフィ－） 

JA とりで総合医療センタ
ー 

気管支用汎用内視鏡 
高周波手術装置 
診断用 X 線装置 

35,181 
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(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

【今後の取組】 

がん診療機器

整備促進事業 

県 がん診療連携拠点病院及び茨城県がん診療指

定病院に対して、がんの診断に必要な医療機器

の購入に対して助成する。 

 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

44,000 

 

（７）がん患者家族療養生活支援事業（第 21 条、第 23 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん患者家族

療養生活支援

事業 

県 がん患者の生活の質の向上及び在宅がん患者

等の居場所づくりの取組への支援のため、医療

機関等へ助成した。 
 
（実績） 
病院名 サロン利用者数 
水戸済生会総合病院 47 名 
ひたちなか総合病院 65 名 
県立中央病院 48 名 
友愛記念病院 123 名 
日立総合病院 156 名 

 
（成果） 

がん患者の QOL の向上、在宅がん患者等の

居場所づくりの推進が図られた。 
 
(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

1,175 

【今後の取組】 

がん患者家族

療養生活支援

事業 

県 がん患者の生活の質の向上及び在宅がん患者

等の居場所づくりの取組への支援のため、医療

機関等に助成する。 
 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

2,500 
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（８）全国がん登録事業（第 18 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

全国がん登録

事業 

県 （実績） 
届出件数 
R 2 症例 27,273 件 
R 3 症例 28,801 件 
R 4 症例 29,438 件 
R 5 症例 29,727 件 
R６症例 30,579 件 
 
（成果） 

がん対策に必要となるがんの罹患者数や

率、受療状況等を把握するために必要ながん

登録事業の推進が図れた。 
 
(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

16,669 

【今後の取組】 

全国がん登録

事業 

県 医療機関から、がん患者情報を収集し、がん対

策に必要となる、がんの罹患者数や率、受療状況

等の把握を行う。 
 

（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

16,782 

 

（９）がん診療連携拠点病院機能強化事業（第 17 条、第 22 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん診療連携

拠点病院機能

強化事業 

県 （実績） 
地域における質の高いがん医療の提供体制

の推進を図るため、地域がん診療連携拠点病

院に必要な経費を助成した。 
交付決定額：76,454,000 円 

補助対象： 
・総合病院土浦協同病院 
・筑波メディカルセンター病院 
・㈱日立製作所日立総合病院 

76,775 
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・東京医科大学茨城医療センター 
・友愛記念病院 
・㈱日立製作所ひたちなか総合病院 
・小山記念病院 
 
（成果） 

医療機関におけるがん相談支援や緩和ケア

等の推進が図れた。 
 
(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

【今後の取組】 

がん診療連携

拠点病院機能

強化事業 

県 地域がん診療連携拠点病院において、がん医

療に従事する医師等に対する研修、がん患者や

その家族等に対する相談支援、緩和ケア推進事

業、がんに関する各種情報の収集・提供等の事業

を実施することにより地域における質の高いが

ん医療の提供体制の構築を図る。 
 
（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

83,500 

 

（10）茨城県総合がん対策推進計画の策定・管理（第 25 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

茨城県総合が

ん対策推進計

画の策定・管

理 

県 （実績） 
茨城県がん医療提供体制検討委員会におい

て、本県におけるがん医療の提供体制の集約

化・均てん化について協議・検討等を行っ

た。 
また、茨城県総合がん対策推進会議を開催

し、茨城県総合がん対策推進計画の進捗状況

確認を行った。 
 

（成果） 
本県におけるがん医療の提供体制のありか

たについて、検討を進めることができた。 

また、茨城県総合がん対策推進計画の進捗

状況の把握により、今後取り組むべき課題が

把握できた。 

(疾病対策課 がん・循環器病対策推進室) 

965 
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【今後の取組】 

茨城県総合が

ん対策推進計

画の策定・管

理 

県  茨城県がん医療提供体制検討委員会及び茨城

県総合がん対策推進会議を開催し、医療提供体

制の検討を含め中間評価を行いがん対策の推進

を図る。 
 
（健康推進課 がん・循環器病対策推進室） 

2,155 

 

（11）受動喫煙防止対策推進事業（第 11 条関係） 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

健康いばらき

21 推進事業

（受動喫煙防

止対策推進事

業）、 8020・

6424 推進事業

（歯科医院禁

煙支援） 

 

 

 

 

 

 

 

県 ①受動喫煙防止対策促進事業 

（実績） 
 たばこの健康被害防止のため、各保健所にお

いて、施設の戸別訪問等により、受動喫煙防止に

関する施設管理者等への助言・指導を実施する

とともに、喫煙所の設置基準に関する相談対応

や団体等（理美容や食品衛生協会）の研修会での

啓発を実施。 

 なお、中央及び土浦保健所に専任の指導職員

を 1 名ずつ配置し、相談対応を強化。 

 

○戸別訪問等状況（９保健所合計）  （件） 

内容 件数 

指導・助言 270 

相談・啓発等 120 

 

（成果） 
 保健所による施設等への指導・助言を行うこ

とにより、受動喫煙防止対策を推進することが

できた。  
 
②禁煙支援・相談事業 

（実績） 
 喫煙をやめたい人がやめられることを支援す

るため、薬局において禁煙支援・相談を実施する

とともに、禁煙指導を行う薬剤師を対象に研修

会を開催。 

 また、県内イベントや講座等で禁煙支援・相談

窓口等の周知活動を実施。 

 

○薬剤師対象の禁煙支援研修会の実施：１回、

201 人 

○イベント出展、講座等での周知活動：23回 

①～② 

8,885 

③ 

168 
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（成果） 
 効果的な禁煙支援・相談が実施されるよう薬

剤師を対象とした禁煙支援に係る研修会を開催

し、資質向上を図るとともに、身近な相談窓口で

ある薬局において喫煙をやめたい人に対する禁

煙に向けた働きかけを行うことができた。 

 

③歯科医院禁煙支援事業 

（実績） 
 歯科診療所における禁煙支援の推進を図るこ

とを目的に、歯科医師、歯科衛生士等を対象に禁

煙支援に係る研修会を開催。 

また、禁煙支援相談を行う歯科診療所数を認

証するとともに、禁煙支援の相談対応を行うな

ど、県民に喫煙と歯科疾患との関連について広

く周知。 

＜禁煙支援研修会＞ 

回数 参加者数 

１回 55 人 

 

＜禁煙支援相談を行う歯科診療所数＞ 

禁煙支援・相談歯科医院数

総数 

うち新規数 

389 施設 8 施設 

 

（成果） 
 歯科医師、歯科衛生士等を対象とした禁煙支

援に係る研修会の開催や、禁煙支援相談を行う

歯科診療所数を認証したことで、歯科医院にお

ける禁煙支援の推進を図り、歯科保健関係者を

通じて県民の禁煙への意識向上を図ることがで

きた。               

（健康推進課）    

【今後の取組】 

健康いばらき

21 推進事業

（受動喫煙防

止対策推進事

業）、 8020・

6424 推進事業

（歯科医院禁

煙支援） 

 

県 ①受動喫煙防止対策促進事業 

 引き続き、保健所による施設等への指導・助言

を行い、受動喫煙防止対策を推進する。 
 
②禁煙支援・相談事業 

 引き続き、効果的な禁煙支援・相談が実施され

るよう、薬局において喫煙をやめたい人に対す

る禁煙に向けた働きかけを行い、県民の禁煙へ

の意識向上を図る。 

 

③歯科医院禁煙支援事業 

 引き続き、歯科医院における禁煙支援の推進

を図り、歯科保健関係者を通じて県民の禁煙へ

の意識向上を図る。 

①～② 

10,427 

③ 

168 
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（12）がん教育の推進（第 12 条関係）【教育庁保健体育課】 

事業名 
事業

主体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

がん教育総合

支援事業 

県 １ 実施状況 

(1)がん教育推進協議会の設置 

学校医、がん専門医、がん経験者、行政関係者等

から構成される協議会において、県のがん教育に関

する指導・助言を年に２回行った。 

 

(2)がん教育指導者研修会（教員・外部講師対象） 

学校におけるがん教育の指導内容、指導方法及び

実施上の留意事項等に関する講義や実践発表等を

通して、教員の資質向上を図るとともにがん教育の

充実に資することを目的として実施 

○期 日  

令和７年 10 月 29 日（水） 

○講 演 

  医師による講演 

「医師として伝えたい、がん教育について」 

体験者による講演 

「外部講師を活用したがん教育について」 

○実践発表  

がん教育講演会実践校による実践発表 

「外部人材を活用した持続可能ながん教育の実

施」 

○参加者 

市町村立小学校・義務教育学校（前期課程）の教

員（各校１名）県立特別支援学校の教員で参加を希

望する者 医師等及びがん体験者の外部講師等 

約 450 名 

 

(3)がん教育講演会 

○対 象 

小学校 19校、中学校７校、高等学校等５校の児童

生徒 

○講 師 

医師等及びがん体験者 

 

(4)がん教育実施状況調査結果                 

中学校・高等学校は学習指導要領に位置付けられ

ているため、教科書等を活用して実施している。 

学習指導要領に位置付けられていない小学校に

おいては、県ががん教育教材の配信等をすることで

がん教育の推進を図っている。 

635 

 



20 

 

＜小学校におけるがん教育の実施率＞ 

 R５ R６ R７ 

小学校 
436/456 校 

（95.6％） 

397/447 校 

（88.8％） 

400/442 校 

（90.5％） 

 

２ 成 果 

医師等やがん体験者の講演会等により、児童生徒の

がんに関する正しい知識やがん患者への正しい認識、

命の大切さについて理解促進が図られた。 

また、健康教育指導者に対して、がん教育の必要性

の普及啓発や資質向上が図られた。 

 

（教育庁保健体育課） 

【今後の取組】 

がん教育総合

支援事業 

県  児童生徒が、がんの予防につながる望ましい生活習

慣を身に付けるとともに、発達段階に応じて、がんに

関する正しい知識及びがん患者に対する正しい認識

を持つことができるよう、引き続き、学校の授業や講

演会などにおいて、がん教育の推進に努める。 

657 

 

 


